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町長への手紙
あなたの町政に対する意見をお寄せください

『町長への手紙』を出されるときは、
次のことをお守りください。

○匿名によるお手紙は、ご意見に対する回答ができ

ません。

　また、ご意見の内容によっては、お尋ねすること

や内容を確認することもあります。お手紙を出され

る場合は、必ず、住所・氏名を記入してご投函くだ

さい。

○町政とは関係のない内容や特定の個人・団体を誹

謗・中傷する内容の投稿、セールスや営業を目的と

する投稿は一切お断りします。

町長　広松 栄治町長　広松 栄治

㉄企画財政課(0944-32-1036

ＬＩＮＥからでも

「町長への手紙」を
送ることができます。
ご利用ください。

「お楽しみ」
↓

「投稿募集！」
↓

「町長への手紙」からどうぞ

今月の「広報おおき」に対する今月の「広報おおき」に対する
ご意見もお待ちしていますご意見もお待ちしています

　今月はこんなコーナーがよかった、こんな記事
を載せて欲しいなど、皆さんの意見をお待ちして
います。

　町長就任以降、対話によるまちづくりを目指し、町民の皆さんと直接意見を交

わす場として、日曜開庁日を利用した「オープンミーティング」の開催、ホーム

ページ・LINE・広報紙を通じて随時「町長への手紙」の募集を行ってきました。

　昨年からは、私が町民の皆さんの元に直接出向いて対話を行う「出張町長室」

も実施しており、より一層町民の皆さんとの対話を推進して参りました。いずれ

の取り組みにおきましても、町民の皆さんより様々なご意見や要望のほか、まち

づくりに対するご提案などを多数いただいています。�

　また、役場の職員などが地域に出向き、町民の皆さんのニーズに応じた講話を

行う「出前講座」も引き続き開催いたしますので、ぜひご活用いただけますと幸

いです。�

　今後も、情報発信と共有を通じた対話型のまちづくりに職員一丸（オールおお

き）となって取り組んで参ります。�

� 令和 8 年 4 月 1 日　　大木町長　広松　栄治
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あなたの　　　　を届けてください !声声
※下記の項目で、該当するものを○で囲んでください。

種　類種　類 意見・提言・感想・その他

回　答回　答 希望する   ・    希望しない
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欲しい情報はデジタルで
　町では、さまざまなデジタルツールを使って情報発信
をしています。デジタルのメリットを活かして、欲しい情
報をスピーディーにお届けします。

大木町公式 LINE
　イベント情報やごみ収集日の案内な
ど、町政情報全般を発信しています。
ごみの分別検索もできます。
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おおきまちフォト
　イベント情報や、広報おおきの「こ
ぼれ話」を発信しています。

おおきで子育て
　子育て情報を発信しています。

みんなの食育ひろば
　食にまつわる活動やレシピ、学校
給食の情報などを発信しています。

●対象　町内在住・在勤者で構成される 5 人以上の団体・
　　　　グループ（共通の話題や認識を持った個人の集まり
　　　　を含む）
●時間　9 時～ 20 時までの間で 1 回あたり1 時間
　　　　（年末年始を除く）
●場所　原則、申込者で懇談場所の準備をお願いします。
　　　　地区公民館や校区コミセンなど、どこでもお伺い
　　　　します。
●内容　申込時に懇談テーマから話したいテーマを選択し
　　　　てください。
●申込方法　インターネットまたは申込書の持参、郵送、
　　　　FAX で申し込みできます。開催希望日の 3 週間
　　　　前までに申し込んでください。
●決定方法　申込書受け付け後、日程などを調整し、1 週
　　　　間以内にメールでご連絡します。

1. 未来につなぐ環境先進のまち
2. だれもがいつまでも幸せに暮らせる健幸長寿のまち
3. 子育てしやすく子どもが元気に輝くまち
4. 堀と自然が調和した暮らしの基盤が整ったまち

●対象　町内在住・在勤者（個人でも申し込み可。ただ
　　　　し、同日同時間帯に 2 人以上の申し込みが無く、
　　　　調整がつかない場合は原則中止とします。）
●時間　議会会期中を除く、毎月第 2 日曜の 9 時～
　　　　12 時。懇談時間は 1 組 1 時間程度
●場所　役場庁舎内で調整します。
●内容　申込時に懇談テーマから話したいテーマを選択
　　　　してください。
●申込方法　インターネットまたは申込書の持参、郵送、
　　　　FAX で申し込みできます。開催日の 1 か月前
　　　　から 1 週間前までを各回の申込期間とします。
●決定方法　申込書受け付け後、日程などを調整し、受
　　　　付締切後にメールでご連絡します。

出張町長室 オープンミーティング

対話でつくる町のミライ

5. まちの個性が光る暮らしと文化が育つまち
6. 人と経済の好循環で活力ある産業が育つまち
7. 健全な行政経営が行われるまち    
8. 住民自治が育ち地域の力でまちづくりが推進されるまち
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